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デュルケーム社会理論におけろ「意味」の問題
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源泉でしかなく，社会学者はこれを注意深く排していか

なければならない。そして社会学の対象は，「固有の実

在」である社会的事実に限定されねばならないのであ

る。

言うまでもなく，デュルケームのこうした立場－その

客観主義的な視点のとり方は，社会学理論の流れの中に

おける，いわゆる「意味学派」のそれと著しい対照を示

している。「意味学派」の人々がとる基本的な認識のあ

り方は，社会現象を，何よりも「意味の織物」として捉

え，これがつむぎだされていく相互行為の過程は，現実

に行為をしている人々が「状況」をどのように「解釈」

し「意味」を付与していくのかによって決定されている

と考えるところにある。それゆえ，個々の社会現象の解

明にあたっては，そのつど創造的に産みだされていく

「意味連関」を内在的に理解または解釈していかなけれ

ばならないとされるのである。個々の生活主体がその主

観的意識において経験していく社会的現実を「意味」の

１

「社会的事実を物のように扱うこと」という「方法の

規準」のもとに，Ｅ・デュルケームが社会現象への客観

主義的アプローチの確立を模索していたことは周知の通

りである。社会学に，実証科学としての確実性を与え，

これを一個の学として自立させようとする彼の努力は，

まず何よりも，社会というものへの「客観的」な視座の

確保へと向けられていたと言ってもよい。そして，デュ

ルケームにおける「客観性」の確保とは，「主観的なも

のを客観的に見る」ということではなく，「主観を排し

たところに在る客観的な実在を発見する」試糸として想

定されている。従って，彼にとっての「方法の確立」の

成否は，主観的なるものをどこまで排除することができ

るかにかかっていたと言える。客観的確実性を求めるぺ

き社会学にとって，個々人がその対象に対して抱いてい

る主観的意識というもの|ま，誤謬に満ちた観念的予断の
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世界として捉え，その内在的な理解を推し進めていくと

いう意味で，この学派による社会学的探求の視点は「意

味」論的と呼ぶことができるだろう。

これに対し，デュルケームが「ともあれ，社会的事実

は物であり，物のように取り扱われなければならない」

と言いD，「社会現象は，それらを表象する意識的主体か

ら切り離して，それ自体において考察されねばならな

い」と主張するとき2)，この「意味学派」の認識論・方

法論と対局的な立場を示していたことは否定しがたい。

その「社会学的方法の規準」に照らしてふるとき，「意

味」論的視点は社会学的探求の射程外に位置づけられて

いたと言わなければならない。

しかしながら，彼が実際に行なった探求をたどってい

くと，そこには捨象されるべきはずの主観的要素が随所

に顔をのぞかせ，しかもそれは単なる付随的な言及にと

どまるものではなく，主題的な面ではむしろ中核的な位

置をしめていると考えられる場合が多い。少なくとも，

この主観的なるものをめぐる言説を除外してしまって

は，彼の理論についての「主題」的な理解は不可能にな

ってしまうに違いないし，彼の探求は主観的なるものの

諸様相を解明していこうとする積極的な意思に支えられ

ていたとさえ考えられるのである。

それゆえ，デュルケームの社会理論を総体として把握

しようとするならば，私達は「方法」と「主題」とのア

ンヴブランスに直面せざるをえない。そしてこれまで

も，このことから，読み手側の関心の所在に応じて，し

ばしば対局的とさえ言えるようなデュルケーム像が描き

出されてきている。

筆者の関心は「主観的なるもの」に在る。

そしてヅデュルケーム社会理論のもつ今日的な価値

は，何よりも，個々人が主観的に直面しなければならな

い状況の様相を，集合的現象の分析を通じて解き明かし

ていくための，豊かな理論的示唆を含んでいることにあ

る，と思う。しかしながら，方法論的客観主義に志向し

た彼の論述の進め方は，主観的なるものについての諸考

察をしばしば周辺的な位置へとおいやり，その意義を見

えにくいものにしている。そこで，彼の提起した方法論

的言明を相対化しつつ，彼の言説の中から主観的要素を

含承こむような理論的視角を獲得していかねばならな

い。本稿は，そうした試蕊の準備作業として，デュルケ

ームの認識論的・方法論的枠組率の中での，「意味」論

的視点の位置づけを再検討し，筆者なりの観点からここ

に「正当な」位置を回復させることを目的とするもので

ある。

第２８号１９８８

２

そこで，デュルケームの提起した客観主義的方法論の

根拠を明らかにしていかなければならない。彼が，社会

現象の科学を構想した時，主観的に思念された「意味」

の領域を捨象しうると考えたのはどのような論理による

ものだったのだろうか。

対照的な検討を行なっていくために，まず，認識論的

客観主義の支配的な潮流である「規範的パラダイム」の

認識論をとりあげ，対比を試承てゑよう。

下田（1987)の整理によれば，「規範的パラダイム」と

は，まず，「社会的相互作用は本質的には何か客観的な

規則に支配されている」という考え方と，「社会学的説

明は自然科学に特徴的な演緤的形式をとらなければなら

ない」という考え方を２つの指導理念としてもち，仮説

的に構成された準拠枠や概念図式のうちに社会的諸現象

を位置づけ，その枠組糸を「ひとつの普遍的・客観的な

尺度として現実を分析し説明する」ところに成り立つも

のである。例えば，社会的相互行為の複合体はシステム

として組織化されているという「一般的仮説」が設定さ

れるならば，そこには経験的内容を盛りこむための器と

も言うべきシステム・モデルを構築することが可能にな

る。この時，社会的相互行為の複合体がシステムとして

の連関性をもつという仮定は，それ自体が経験的な検証

に付されるものではなく，ひとつの「措定」である。

「規範的パラダイム」においては，こうした「措定」と

「モデル設定」がなされることにより，個々の要素間の

関連性を説明するための枠組糸が得られ，これによって

「意味連関」の「解釈」という過程が回避されうるのだ

といえよう。

それでは，「規範的パラダイム」のこうした立場に対

して，デュルケームの認識論はどのような距離をとるも

のであるだろうか。

彼は，『社会学的方法の規準』の第一版序文において，

自らの立場を「科学的合理主義」と呼び，この著作の目

的は，その「科学的合理主義を人間行為にまで拡大する

こと」すなわち「人間の行為も……未来への行為の規則

へと変形されうるような因果関係に還元しうることを示

すこと」にあると述べているの。社会的・人間的な事実

についても，科学的に理解されうるような合理的規則性

が存在しているのだという仮定は，まぎれもなくデュル

ケームの中にあったと言えるだろう。しかしながら，彼

のこうした考え方は，必ずしも「規範的パラダイム」と

同様の認識論的前提を伴わなかったように思われる。
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なければならない。

その１つは，社会的事実の実在性に関する認識一すな

わち，「行動，思考および感覚の諸様式から成っていて，

個人に対しては外在し，かつ個人の上に一種の強制力を

及ぼしうるようなものが存在し，それは個々人の意志に

よって自由に改変することができない，とする考え方で

ある。（デュルケームによれば，「それゆえに」社会現象

は固有の規則性をもって存在すると考えられるc）

もう１つは，この社会的事実について，個々人が明確

な意識を持ちえていないという認識である。社会的事実

は，観念的に構成された心的実在であり，かつ個々人の

意識に直接的な「力」をふるっているにもかかわらず，

個々人はその実在について部分的または誤った認識しか

もっていない，とされる。（｢それゆえ」個々人の主観的

意識をいくら分析しても，社会現象を規定している真の

力には到達することができない，のである｡）

もちろん，この２つの前提に対しては，様々な形での

批判が寄せられるであろうし，その妥当性に疑いをかけ

ることは容易である。しかし，これは文字どおりの意味

で「措定」されたものであるから，これについての懐疑

は異なる認識論的Hi提をとることにしかいきつかない。

ここでは，デュルケームの認織枠組みに沿って問いを進

めていくために，この２つの認識それ自体は「自明」な

ものとしておこう。

その時，さしあたり私達が認めなければならないこと

は，人間の精神的な活動によって樹成された「行動や思

考や感覚の様式」が，社会的な結合によってそれ自体の

実在性を持ち，個々人の外側に存在しているというこ

と。そして，個々人がそれと気づかないとしても，その

実在が個々人の意識と行動を拘束しているということで

ある。筆者の個人的な感じ方かもしれないが，こうした

ことは確かに想定しうるし，その前提を踏まえたところ

に理論的認識の視角を構成していくことも可能であるよ

うに思われる。

そこで問題は，こうした認識論的前提をとった時，個

々人の主観的意識および表象の次元が，社会現象の分析

過程から捨象されなければならないかどうかである。そ

して，この問いについては，デュルケームの「行為」に

関する考え方と対照して検討を進めていかなければなら

ない。というのも，方法論的客観主義を正当化していく

デュルケームの基本的な論述の道筋は，「固有の実在で

ある社会的事実が個々の行為に対して拘束力を持つがゆ

えに，社会現象は固有の規則性をもって観察されうる」

と考えるところにあったからである。

例えばデュルケームは，古典派経済学の理論につい

て，それは経済学者の抱いている観念からの演縄的な構

成物であるにすぎないとして批判を加えている。経済法

則と呼びならわされているものは，彼によれば，「法則

のように装われた実践的規腿」でしかなく「決して経済

的現実の表現として帰納的にうちたてられたものではな

い｡」それゆえにそれは許容されがたいのである。彼が，

｢研究者の側で設定した概念図式」からの演緯的な方法

それ自体に賛意を示していないことを兇なければならな

い｡

デュルケームにとって，社会的事象のもつ合理的規則

性は，ア・プリオリな仮定から演縄的に導出されるべき

ものではなく，経験的現実の中から帰納的に見い出され

ていかねばならないものである。もちろんここには，帰

納的方法の累積だけで，最終的には，事象そのものを支

配している法則性に到達しうるとする素朴な経験主義の

存在を認めざるをえない。デュルケームの「客観主義」

は，対象を客観的に「見る」ことにあるのでばなく，対

象それ自体が客観的なものとして「在る」ことを前提と

しているとも言えよう。それゆえに彼は，社会システム

理論のような「概念図式」をあらかじめ明示することな

く具体的探求にかかっていくことができる。デュルケー

ムにおいては，パーソンズ式の「分析的リアリズム」－

｢事実」というものは概念図式によって捉えられた「命

題」にすぎない－という発想の不徹底があり，その結果

として，分析的思考と具体的思考との間の，しばしば無

自覚な揺れ動きが存在しているのである。

ともあれ，厳密な意味での「規範的パラダイム」が，

社会現象を構成する諸要素間にあらかじめ想定可能な連

関の図式を作り上げ，その中に経験的事実を当てはめて

いくという方法をとるものならば，デュルケームによる

社会認識の視角はこれとは異質なものであったと言わな

ければならない。しかし，「規範的パラダイム」におい

ては，そうした準拠枠一概念図式の仮説的な措定が「意

味」解釈を回避するための道具立てであったことを思う

とき，ひるがえって，デュルケームにおける客観主義的

方法論の根拠があらためて問われなければならないこと

になろう。そこで，デュルケーム自身の論述に立ち返

り，その「方法」論的基礎づけの論理を明らかにしてい

くことにしよう。

３

まず，デュルケーム社会理論全体を支える前提とし

て，次のような２つの認識があったことを確認しておか
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110連づける価値的対象を失い，社会生活へ参与していく

｢動機づけ」をかいた状況であると言えるだろう。

そして，ここでの議論にとって重要なことは，この２

つの側面からなる行為の過程ば，社会的事実と同一の事

実平面において関連づけられうるということにある。な

ぜなら，社会的事実は「それが諸個人の上におよぼす，

ないしはおよぼしうる外部的な強制力によってそれと認

められる」のであり，「この強制力の存在のほうは，当

の社会的事実に侵害をくわえようとするあらゆる個人的

企てにそれがさし向けるなんらかの制裁の存在によっ

て，あるいは抵抗によって，認知される」ものだからで

ある5)。繰り返しになるが，社会的頭実とは，科学的認

纈荷が仮説的に設定した準拠枠の''１で初めて存在するよ

うな理論的仮構なのではなく，文字どおり，それぞれの

行為場面において，生活主体である個々人が置かれた実

在の地平の中に存在している。固有の実在としての社会

は，ｉＨかに個々人の意識と行動を拘束する「生きた，効

果のある，実在的な力」である。

そしてこのことは，デュルケームの「方法論」的主張

とは逆に，社会現象に関する研究が，行為論的視点と接

続されねばならないこと，少なくともその可能性を持つ

ことを意味しているように思われる。集合的現象は，社

会的事実と行為者である個々人との，直接的な対崎の中

で生起するのではないだろうか。

しかし，それはとりあえず置くことにして，ここで

は，デュルケームの行為についての考え方を次のような

ものとして捉えておくことにしよう。すなわち「行為」

とは，そのつどそのつどの場面において，社会的事実の

およぼす力に規制されながら，その拘束力との緊張関係

の中で，個々人が欲求・欲望の充足をほかり，「意味連

関」としての統合を実現しようとするプロセスである，

と。そして，この大づかみな認識をふまえ，方法論にお

ける「意味」論的視点の問題に立ち返らなければならな

い。

４

しかしながら，デュルケームの中に厳密な意味での

｢行為論」が存在していたかどうかについては，疑|川が

付されるかもしれない。彼が社会学に求めたものは，と

りあえずのところ集合的現象の解明であったのであり，

個別的な行為過程についての説明はその対象外に属する

と考えられていたからである。けれども，デュルケーム

の社会理論は，分析的操作によって行為の過程を捨象し

てしまうものではなかったし，彼自身，集合的な現象を

個々の行為の次元と別の次元において捉えようとばして

いなかった。そして，実除，彼の断片的な言説の中か

ら，その「行為論」と呼びうるものを柵成していくこと

ができる。

この時，デュルケームの行為論的な視角は次のような

２つの側面をもっていたと言える。

ひとつは，「欲求besoin」ないし「欲望desir」論的

な側面である。言うまでもなく，この側面においては，

行為は欲求・欲望の充足過程として捉えられ，欲求．欲

望を規制しあるいは形成するような社会的機制のあり

方，欲求・欲望とその充足手段との関係などが問われて

いる。例えば，この側面に視点を置いて見るならば，彼

が『自殺論』において描出した「アノミー的状況」と

は，欲求・欲望を形成し増大させる社会的要因とそれを

規制する要因とのバランスが崩れ，絶えざる欲求・欲望

の肥大化とその充足可能性の欠如が恒常的に産承だされ

ているような，ひとつの「行為状況」を指していると言

えよう。宮島(1968)が的確に示したように，ここには，

欲求・欲望論的な位相において，産業社会を批判的に捉

える行為論的視角の存在を見ることができるのである。

そして，行為を捉えるもうひとつの視角が，その「意

味」論的な側面に関するそれである。この側面において

は，行為は「意味」的な構成過程として把握され，行為

を意味づけてくれる価値の所在や行為者が志向する対

象・目的のあり方が問われている。デュルケームにとっ

て，「人間は，諸物からなる環境の中にあって，それら

についての種々の観念をつくりあげ，これをもって自ら

の行為を律することにより，はじめて生きていくことの

できる」存在なのであり⑪，個々人は自己の置かれてい

る環境の中に自らの生活を「意味」づけてくれるような

対象を見い出し，その対象に対してそれぞれの行為を関

連づけながら，「意味連関」としての統合をはかってい

かなければならない。再び『自殺論」に例をとれば，彼

のいう「エゴイスム的」状況とは個々人が自己の行為を

５

はじめに，個々の行為過程について何らかの脱明を与

えていく場合を考えてみよう。それぞれの個別的な行為

が「いかにして」または「たぜ」そのように行なわれた

のかを説明する時．デュルケームは，思念された「意味」

の11M解または解釈という方法を除外することができるで

あろうか。

既に，行為は（少なくともその一面において）「意味」

柵成の過程であるという前提をふまえているのだから，
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問題は，その「意味」構成過程が，その過程からみて外

在的な要因によって決定されているのか否か，にある。

その外在的な要因を，社会的要因（個人に外在するもの

としての社会的！(実）と，非社会的・非精神的要因（例

えば，個人の持つ身体的特性・個人のlEiかれている物理

的・生態学的な環境など）にわけて考えて柔ると，とり

あえず三つの可能性を想定することができる。

（１）行為がどのような「意味」構成過程としてなさ

れるかは，事実上社会的事実のもつ拘束力によって決定

されている。

（２）行為は社会的要素によって決定されているわけ

ではないが，その過程で生じる個人的差異は，非精神的

要素によって説明される。つまり行為は，社会的要素と

非精神的要素との関数として表現されうる。

（３）行為は，社会的事実によって規制されてはいる

が，それがいかなる「意味」構成をとるのかについて

は，行為者による「自由な選択」の余地がある。しかも

この時，個人的差異は，非精神的要素に還元されない。

言うまでもなく，（１）および（２）の立場に立つなら

ば，行為の説明にあたって「意味」の理解・解釈という

手続きを回避することが可能になる。他方(3)の行為観

に立つならば，「意味」の解釈という方法に可能性を残

すことになる。

では，デュルケームの考え方はどこにあったのだろう

か。

確かに彼は，社会的事実は「われわれの行為が必然的

にそこに流し込まれていく鋳型のようなものとして存在

している」と述ぺるなど，随所に社会決定論的な言質を

残している。しかし，こうした表現をもって，即座に決

定論的な行為論をとるぺきではないだろう。例えば，一

方で彼は，個人の意志の自由の問題に触れ，社会的な力

を個人に外在的なものとすることは，むしろ個人の「自

由意志の問題」に「一層完全な留保」を置くものである

と主張している。彼によれば，「けつきよく，筆者（デ

ュルケーム）の考え方は，物理的，化学的，生物学的，

心理的な力に，社会的な力をつけくわえるという結果と

なるにすぎない。この社会的な力は，右のそれぞれとま

ったく同様に，外側から個人にはたらきかける。だか

ら，それらの力が人間の自由を排するものでない以上，

社会的な力がそれらと異なると考える理由もない」ので

あるの。これに従えば，社会的な力も非精神的な要素の

もつ力も，決定論的に個人の行動を支配しているもので

はないと言えよう。ただしもちろん，この形而上学的な

判断は，経験的な事実の中で行為についての因果的な説

明ができないということを示すものではない。しかし，

デュルケーム社会理論の一貫した主題は，この「意志の

自由」というものが，経験的な事実として価値を持つた

めの条件を模索することではなかっただろうか。個人

が，外的な諸力から「実際に」自立し，自律的な行為の

源泉たりうるのはいかにして可能であるのか，これが彼

にとっての最も重要な問いであったと言えるのである。

そして，『社会分業論』以来の彼の主張は，産業社会

の進展と社会的分化の進行に伴って，個人がますます集

合意識の規制力から自立し，独立した行為者となってい

くことであった。このことは，まず第一に，個々人が社

会的事実の規制力に一方的に従属する事なく，自己の行

為を自立的に柵成していく可能性が広がったことを指示

しているが，同時にデュルケームは，その「社会から自

立した個人」が非精神的な諸力に対しても自律的であり

うるための条件を問題にしている。それゆえ，（集団本

位的自殺を生むような）状況を除けば，個々人がその場

面ごとになしうる行為を，社会的馴実の側から推しはか

ることは不可能であると言えるし，それを外在的な諸力

の関数として表現することも，彼の行為観に照らしてゑ

て不適合であると言えよう。とすれば，デュルケームの

行為論においても，個別的な行為過程を説明していく場

合には，「意味連関」の解釈という方法を退けるもので

はなかったはずである。

６

しかしながら，個別的な行為過程の説明に関して「意

味」論的視点の重要性を認めることは，デュルケームの

客観主義的方法論に何ら修正をせまるものではない。彼

が「方法の規準」において問題にしているのは，集合的

な次元における諸現象なのであり，「意味」論的視点の

重要性のいかんはこの次元での諸現象の説明について問

われなければならない。では，個々の行為過程における

｢意味」の媒介住について必ずしも否定的でなかったデ

ュルケームが，集合現象の説明にあたって，それを捨象

しうると考えたのはなぜだったのだろうか。

『社会学的方法の規準』は，この問題については，社

会的事実は固有の実在であるからという以上の説明を与

えてくれない。そこで，『自殺論」の中での具体的な論

述に即してこれを考察してみることにしよう。

一例として，「カトリックの社会のほうがプロテスタ

ントの社会よりも自殺率が低い」という「経験的命題」

への説明をとりあげて承る。周知のようにデュルケーム

は，この命題の説明にあたって，プロテスタント社会の
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成立はカトリック社会のもっていた緊密な統合力の弛緩

を条件としていることに着目し，両社会'１０の自殺率の差

異を「社会的凝集力の程度」という客鯛的・非「意味」

的な要因に帰属させたのであった。そしてこのことは，

他方，プロテスタント社会の中で人々がどのような観念

を抱き，それに従って現実をどのように「意味」づけて

いるのかということは，自殺率の変化それ自体に影響す

るものではない，という判断を伴っていたと言える。

しかし，さきにも触れたように，社会的凝集性の低下

から生じる状況を「エゴイスム的」と規定する際には，

人々が自己の行為を「意味」づけてくれる対象を喪失

し，しかしなおその中で，活動の目標や志向すぺき対象

を模索しているあり様が想定されていた。デュルケーム

が，社会的凝集性の低下から生まれる自殺傾向を「エゴ

イスム的」と名づけた段階で，彼の洞察は，自殺という

帰結へ自己を導いて行く個々人の意識の内面に向かって

いたように思われるのである。にもかかわらず，集合的

現象としての自殺率の説明においては，この状況の中で

人々がもつ観念の内容や，その観念を介してそれぞれの

行為を規定していく「意味」構成のあり方が因果関係の

外に位置づけられている。それはなぜだろうか。そして

この時，デュルケームがたどった論理はどのようなもの

だっただろうか。

これを見ていくと，自殺率の因果的説明の中から「意

味」論的要素を捨象していくデュルケームの推論過程に

は，２つの考え方が介在していたと考えられる。

そのひとつは，「相殺仮説」とでも呼ぶことができよ

う。すなわち，個々人がそれぞれの行為に関して付与す

る「意味」のあり方は，集合体全体を通してゑた場合に

は，互い}こ相殺されてしまうようなごく個別的な差異し

か生承だしえないという考え方がこれである。例えばデ

ュルケームは，集団内に自殺への傾向を生糸だしていく

社会的潮流が，どのような要因によって左右されるのか

を問い，その要因のひとつとして「社会を栂成している

個人の特質」をあげているのであるが，それにすぐ続け

て次のような考え方を示している。「個人的な特質につ

いていえば，すべての個人のなかに存在している特性だ

けがある程度の役割を演じることができる。なぜなら，

まったくの個人的特性や，あるいは小数の者だけに存在

している特性は，その他のおびただしい特;住の中にまぎ

れてしまうし，しかもそれらはたがいに質を異にしてい

るため，集合的な現象が生じる同化の過程においては，

たがいに相殺され，帳消しになるからである。そういう

わけで，なんらかの効果を生むことができるのは，人間

性における瞥jlil的な特性だけである。ところが，この人

１Ｍ性の普遍的な特性というものはほとんど変化しない。

……従って，結局は，自殺数を左右している社会的条件

が，自殺数の増減を規定することのできる唯一の条件だ

ということになる7)｣。

ここに示されている考え方は，行為を「意味」構成の

過程として捉えてふても同様に適用されるだろう。一定

の社会的条件下でなされていく行為の「個人間の差異」

というものは，集合的現象を構成していく過程において

は，互いに相殺され，有意味な影響を及ぼさないと考え

られるのである。この「相殺可能性」それ自体は，特に

問題にすべき考え方ではない。しかし，ここで着目して

おきたいのは，こうした考え方を提示し，このことか

ら「社会的条件」が集合的現象を左右する「唯一の条

件」であると推論する時の，著しく二分法的な論理展開

のしかたである。この引用文中での彼の思考の筋道は，

まず,分析的なかたちで「社会的条件」と「個人的特性」

を二分し，次いで，集合的現象（自殺率）はこの２要素

lNlの相互作用で決まるという仮説を園き，更にそのうえ

で，前者は可変的，後者は普遍的であるのだから，現象

の変化を規定しているのはすべて社会的条件であると結

論づけるところに成りたっている。しかし，こうした二

分法的発想それ自体にひとつの陥奔があると言わなけれ

ばならない。ここでデュルケームが言っている二つの要

素は，「自殺」という行為が生起している時に作用して

いる諸要素を網羅的に捉えているものではないからであ

る。この文脈での「個人的特性」というのは，まったく

の「前・社会的」な特性であり，個人の「純粋に個人的

な本質」とでも言うべきものである。言い換えれば，そ

れは「社会化した」「具体的存在としての」個人ではな

い。にもかかわらず，ここで彼が「社会的条件」と呼ん

でいるものは，「既に社会化した」「具体的個人」に対し

てさらに「外在的な」ところから働きかける性格のもの

(例えば，経済的秩序の動揺)である。とすれば，個人の

｢'１に形作られている社会的要素の独自性はこの二分法的

発想から抜け落ちてしまうことになるし，更に，外在的

な社会的条件が個人に対して働きかける媒介過程のあり

方は問題にされなくなってしまう。しかし，例えば経済

的秩序の動揺という要因がなぜ自殺を生むのかというこ

とを考える時に問われているのは，まさに，社会的条件

の変化が，具体的な個人の行為に媒介されるプロセスな

のである。

また，これと関連して考えられることは，個々人が自

己の行為を構成していく過程は，決して個々別々に行な
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われるのでもないし，まして，ばらばらに存在する「ま

ったくの個人的な特性」に従ってなされるのでもないと

いうことである。そこで，行為の過程に及ぼす個人的特

性の差異が一定の分散の''1で相殺されるという仮説を認

めるとしても，その集合体全体における行動傾向につい

ては，社会的条件が行為へと媒介される過程で，片寄り

を生じる可能性を考えねばならない。行動傾向の全体的

な分散の仕方を，デュルケームの言う社会的条件に帰す

ることができるであろうか。

そこで，デュルケームの指摘した社会的条件が何であ

ったのかを確認しておかなければならない。彼が，－集

団内での自殺傾向を規定する「社会的条件」としたもの

は次の２つである。

（１）個人の結合の様式。すなわち社会組織の性質。

（２）国家的危機や経済的危機などのように集合生沽

の解剖学的構造を変えることなく，その機能を撹乱する

だけの一時的な出来ごと。

この２つの要素をあげたとき，彼が客観主義的な方法

の規準を遵守し，外在的な観点から把握しうるものにそ

の対象を限定していることは明らかである。つまり彼

は，社会生活を規定する条件から，「観念」的なしの(少

なくともその内容）を除外しているのである。

しかしながら，個々人が自己の行為を「意味」的にlMI

成していく過程は，少なくとも，その時に個人がもって

いる観念に基づいて，その観念に依存してなされていく

はずである。とすれば，ひとつの集団内で，共有されあ

るいはその時に流布している観念の内容の違いによっ

て，集団全体での行動傾向が大きく変化してくるという

ことは考えうるところである。社会的凝集性の低下とい

う特定の社会的条件が作用している時でも，異なる２つ

の社会では，それぞれに共有されている観念体系が異な

り，それによって「自殺率」の変化の度合いは大きな差

を生むかもしれない。「伝統的宗教社会」の統合力の弛

緩は，なるほど一般に「自由検討の精神（既存の観念体

系への懐疑)｣をはぐくむかもしれないが，その自由検討

を通してどのような新しい観念が醸成されるかは（社会

的条件からぷて）不確定な要素に属している。プロテス

タント社会の自殺率は，プロテスタンテイズムの観念内

容によって，幾分かは決まっているのかもしれないので

ある。

しかし，デュルケームは，こうした可能性をあまりに

も簡単に退けてしまっている。そして，その結果として

彼がとった推論は，つまるところ「プロテスタンテイズ

ムの成立が，宗教社会の凝集性の低下に条件づけられて

いるのだから，その観念はもともとの条件から独立し

た，別個の影響を持っていない」というものでしかな

い。ここに私達は，社会的条件が行為へと媒介される過

程に関するデュルケームの思考の不徹底を見るように思

うのである。また，彼の議論が，しばしば過度に決定論

的色彩をもっていると感じられるのも，この観念の問題

に対する処理の仕方に一因があるといわなければならな

い。

７

とはいえ，本稿の課題から見て重要なことは，デュル

ケームの議論が決定論的であるということにあらためて

批判を加えることではない。また，そうした指摘自体が

｢批判として」妥当なものであるとも思われない。ここ

で問題にしたいのは，デュルケームが集合的現象の規定

要因を「客観的」要素に限定しようとしたため，その分

析が「主観的なるもの」をめぐる言説を，周辺的な（因

果関係外の）位置へと追いやってしまっていることであ

る。しかし，「社会的自殺率」という事実への原因論的

分析が示したしのは，まさに，個々人が主観的に対時し

なければならない「行為の状況」それ自体であったので

はないだろうか。

あらためて述べるまでもないかもしれないが，『自殺

論』という著作は，まず，「社会的自殺率」と様々な社

会的特性の間にふられる「共変関係」－例えば，既婚者

の自殺率は未婚者のそれよりも低いというような－を経

験的命MHとして抽出し，次いで，社会学的想像力をもっ

てこの「共変関係」に因果的な関係づけを与え，これを

理論化していくことを課題とするものであった。そし

て，折原(1981）による詳細な読解が示しているように，

経験的命題を因果的関係に読みかえ，これを理論的命題

へと転換していく作業の中で，デュルケームは，自殺と

いう帰結へと至る行為者の精神的な過程について極めて

人間学的な（｢人間遡及的」な）洞察を介在させている。

この洞察は少なくともその－面において，それぞれの条

件下において自殺者のたどった「意味」構成過程を内在

的に理解または解釈していくことであった。

そしてそれゆえに，デュルケームがそこから導き出し

た自殺の「原因論的」類型は，その「形態学的」側面に

おいて，個々人が主観的にたどる「意味」欄成過程の類

型でもあった。「エゴイスム的」あるいは「アノミー的」

といった自殺類型を榊築したとき，彼がそこに描き出し

たしのは，あらがいがたい客観的条件に規制されながら

も，なお「意味対象の模索」や「欲望の充足」が追及し
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てやまない人間の主観的意識のあり様に他ならなかった

のである。

にもかかわらず，デュルケームはこの主観的意識の過

程が，それぞれの社会的条件のもとでは（相殺可能な個

人的差異を含永ながらも，全体としては）一義的に決定

されるという推論をたどり，これを客観的条件に従属す

るものとして位置づけていく。これによって彼の論述

は，その行為論的含意を付随的なものにとどめてしまっ

ており，十二分な展開をすることなく済ませてしまって

いる。

前節での考察から言いうることは，デュルケームがこ

うした「総体的決定論」とでもいうべき結論を導いた

時，そこには，十分に吟味されていない２つの考え方が

介在していたということである。そこで，もし，その行

為論的視角を出発点とし，その含意を生かす形で集合現

象の理論を組永立てていこうとするなら，この２点につ

いて再検討していかなければならない。

そのひとつは，社会的条件と個人的特性との二分法的

な発想の可否に関わっている。既述のように，彼は，集

合現象（自殺率）を規定しうる要因をこの二つに分類

し，個人的特性のほうは普遍的な性格をもつものである

から，集合的現象の変化を説明する要因は社会的条件の

承であるという論をたてていた。この推論は，分析的な

思考を洗練し，純粋に社会的な要素と個人的な要素の間

の関係を問う限りにおいては正しいかもしれない。しか

し，デュルケーム自身が，自殺率の増大を「精神的（道

徳的）栂造constiutiollmorale」の次元において問題に

したとき，そこに想起されていたのは，分析的に選り分

けられた２要素間の関係ではなく，既にある程度まで社

会化された，具体的存在としての個人と，その個人をと

りまく外在的力との「甑躯」だったはずである。自殺の

｢社会的条件」に直面するのは「分析的な要素としての

個人」ではなく，「社会的存在としての個人」であり，

自殺の諸類型が描き出しているのは，その意味で「社会

的な諸力間の緊張関係や拮抗関係」である8)。とすれば，

先の二分法的な発想は，この社会と（社会化された）個

人との間に生じる不調和をむしろ覆い隠す危険を伴うよ

うに思われる。そして，行為論的．「意味」論的な視点

からすれば，この不調和こそが主題化されねばならな

い。

そして，もうひとつの検討課題も，この第一の問題と

密接に関りあっている。それは，社会的要因が行為過程

に媒介される際の「観念」の役割に関するものである。

既に見たように，デュルケームの行為観においては，緒

個人は自己をとりまいている「物」の批界に観念的な

「意味」づけをおこない，これによってそれぞれの行為

を律していくことができるとされていた。とすれば，そ

の「物」が個々人の行為を規制する過程においても，観

念的な媒介が生じていると考えなければならない。観念

がその物の本質を「正しく」表わしていないということ

と，それが行為の選択過程に影響を及ぼしていないとい

うことは明らかに別のことである。これは，社会的事実

に相対する個人の意識についても言える。

デュルケームが，社会的事実という用語をもちだし，

これを「物」のような存在と呼ぶ時，そこには，人々が

剛念的に柵成したものが，社会的な結合によって独自の

実在性をもち，個々人に対してあたかも「物」であるか

のように規制力を加えていくという考え方があった。し

かしこのことは，そのあらたな実在に直面する個々人

が，それを再度対象化し，観念的に「意味」づけていく

可能性をもつことを同時に指示しているはずである。殊

に，社会的事実の規制力が，個々人の欲求・欲望の統合

を成しえなかったり，個人に十二分な「意味」体系を供

給できないような状況においては，個々人はなおさら，

既存の観念体系に疑いをかけ，これを再度対象化してい

こうとするのではないだろうか。このとき，観念的な営

承が行為の「選択」に及ぼす影響力は商まると考えるべ

きであろう。

少なくとも，こうした可能性を考闘にいれる時，既存

の社会的櫛成物が作り出す「客観的」条件は，それ自体

では個々人に対する決定論的な規制力として作用するも

のではなく，個々人がこれを観念的に対象化しつつ向き

合わねばならない，「行為の状況」を指しているものと

解されるべきである。この場合，集合的現象について

も，客観的条件が，観念的に媒介され，「意味」構成さ

れて行くプロセスが問題になるだろう。

繰り返しになるが，デュルケームによる自殺の分析

は，集合的現象へのアプローチを通じて，個々人の主観

的意識の櫛相を照射しえているという点において稀有の

価値をもつと言える。本稿の課題は，その一面を積極的

に評価し，これを発展的に展開することにある。しか

し，これまでの考察は，彼が「意味」論的な視点を捨象

する際に前提とし，介在させていた認識の一端を導き出

すにとどまってしまった．これをふまえ，デュルケーム

の論述から主観的なるものを捉えていくための視角をひ

きだしていくことは今後の課題である。
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